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は じ め に

本県の稲、麦、大豆の生産は、豊かな水や平坦な農地など恵まれた自然条件や大消費

地に近い立地条件、ほ場整備や共同乾燥調製施設等のインフラ整備の充実、農地の利用

集積による経営の大規模化などにより発展してきました。

一方で、米を中心に取り組んできた水田農業を取り巻く状況は大きく変化しています。

平成30年産から米政策の転換により、国は「生産数量目標」の提示を取りやめ、生産者・

農業団体等が主体となった需要に応じた生産が行われているものの、米の需要量が減少し

続けていることに加えてコロナウィルスによる一層の需要減少により、米価下落への影響が

懸念されます。

本県においては、令和2年産米の作付面積は参考値を大幅に超えており、麦大豆や飼料

用米をはじめとした戦略作物等への作付転換を進める必要があります。

このような中、県では、主要農作物種子法が廃止されたことを受け、令和２(2020)年4月

に「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」を施行し、稲麦大豆の生産

の基盤となる、種子の安定供給体制の強化を図っています。

今後は、需要を捉えた稲麦大豆の生産を進めることが、農家の収益向上にとって重要に

なってくることから、種子生産から販売を見据えた「栃木県稲麦大豆振興方針（以下「振興

方針」という。）」を策定し、本県の稲、麦、大豆の生産振興に関する目標と目標達成のため

の推進事項を具体的に示しました。

なお、振興方針の推進にあたっては、稲麦大豆等の生産性向上等の取組に加え、担い

手育成や農地集積を併せて実施し、米に頼らない水田農業構造改革を進める必要がある

ことから、別途定めた「栃木県農業構造改革ビジョン2020」と併せて推進を図るとともに、そ

の実現に向けた施策を展開して参りますので、関係者の皆様の一層の御理解と御協力をお

願いします。

令和３(2021)年３月

栃木県農政部長 鈴木正人
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栃木県稲麦大豆生産振興方針 
 

令和３(2021)年３月 

栃木県 
 

Ⅰ 基本方針 

 

◆ 本県の安定的な食料生産・供給の基幹となる稲麦大豆の需要を捉えた生産を振興 

地球温暖化等の気候変動による国内外の農業生産への影響や、新型コロナウイル

ス感染症にともなう情勢変化等により、食料の安定的な供給に不測の事態が生じる

ことも考慮し、県民が必要とする食料を安定的に供給していくため、本県の食料生

産・供給の基幹となる稲麦大豆について、国内の需要を的確に捉えつつ、海外への

販路拡大も視野に入れた生産振興を図る必要があります。 

このため、需要を先取りした米づくりの推進や輸出用米の取組拡大、ビール麦の安

定的な生産や国産需要の高まりに対応した麦・大豆の増産に取り組んでいきます。 

 

◆ 水田率が高い本県の強みを活かした効率的な生産体制を構築 

平坦な地形と豊かな水資源を背景とした高い水田率という本県の強みを活かし、

担い手への農地集積・集約化を進めるとともに水田の有効活用を進めてきました。 

今後、さらに担い手の減少が進行する中、水田をより一層活用した効果的な生産体

制を構築していく必要があります。 

このため、中核的な土地利用型経営体（経営規模 30ha 以上の土地利用型経営体）

への農地集積・集約化による麦・大豆産地の団地化、稲作の効率的な生産のための

水田大区画化、大規模乾燥調製貯蔵施設等の機能強化や再編整備等に取り組んでい

きます。 

 

◆ 中核的な土地利用型経営体の水田フル活用による収益性の向上 

農業従事者の高齢化や労働力不足に対応しつつ、持続的でより魅力的な水田フル

活用を進めていくためには、本県ならではの収益性の高い水田経営を確立していく

必要があります。 

このため、中核的な土地利用型経営体が麦・大豆を本作とした作付体系等による収

益向上を図るとともに、気候変動等にも対応した安定生産技術や多収栽培技術の導

入、多収品種やスマート農業等の積極的な活用による稲作の省力化・低コスト化な

どの効率的な生産に向けた取組を進めていきます。 

 

 

Ⅱ 重点的な取組事項 
 

【重点的な取組事項】 

○ 水稲多収品種やスマート農業等の積極的な活用による輸出用米等の取組拡大 

○ 中核的な土地利用型経営体への農地の集約化による麦・大豆の団地化の促進 

○ 「とちぎの星」など県オリジナル品種のブランド力向上による生産拡大 
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Ⅲ 稲麦大豆品目別の方針 

１ 水稲  ～需要を先取りした米づくりの推進～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主食用米 

ア 需要を先取りした米づくりの推進 

① 県段階での的確な需要把握と生産者への情報提供 

・ 県産米の需要量を栃木県農業再生協議会において関係機関・団体との連携により

的確に把握し、生産者への情報提供に取り組みます。 

【水稲に関する目標】 

表２ 需要を先取りした米づくりに係る目標

R元(2019)年

〔現状〕

R７(2025)年

〔目標〕

59% 70%

　一等米比率（県産米の品質向上） 92% 97%

表３　品種別作付面積（品種構成割合）目標

　品種名

　コシヒカリ ↘

　とちぎの星 ↗

　あさひの夢 ↘
良食味米品種「とちぎの星」

へ転換

　なすひかり →
地域ブランド品種として

現状維持

　その他 →

　合　計

　多収品種 ↗
○収量目標

・早　植:720kg/10a

・普通植:660kg/10a

本県適性の高い多収品種の生産拡大
（想定品種：ほしじるし，にじのきらめき等）

↗

↗

方向性

方向性

被害粒等による品質低下や縞葉

枯病発生が懸念される地域につ

いて、県内全域で「コシヒカ

リ」から「とちぎの星」へ転換

59,200ha（100.0%） 54,300ha（100.0%）

　事前契約等の割合（需要を先取りした米づくり）

区　分

9,300ha（ 15.7%） 2,000ha（  3.7%）

2,800ha（  4.7%） 2,800ha（  5.2%）

1,200ha（  2.0%） 1,100ha（  2.0%）

令和元(2019)年
〔現状〕

令和７(2025)年
〔目標〕

39,800ha（ 67.2%） 33,400ha（ 61.5%）

6,100ha（ 10.3%） 15,000ha（ 27.6%）

表１　水稲区分別作付面積

　水稲区分
令和元(2019)年

〔現状〕
令和７(2025)年

〔目標〕
方向性

令和12(2030)年
〔展望〕

　主食用米 54,900ha　 49,000ha　 ↘ 45,000ha　

　非主食用米 14,269ha　 18,300ha  ↗ 19,500ha　

　　うち輸出用米 52ha　 200ha　 ↗ －
    　（うち多収品種） 0ha　 100ha　 ↗ －

　　　　米粉用米 699ha　 1,600ha　 ↗ －

　　　　飼料用米 8,414ha　 10,000ha　 ↗ －

　　　　稲ＷＣＳ 1,620ha　 3,000ha　 ↗ －

　　　　加工用米 2,098ha　 2,000ha　 → －

　　　　備蓄米 1,386ha　 1,500ha　 → －

　全水稲作付面積 69,234ha　 67,300ha　 ↘ 64,500ha　

　　　うち子実用 59,200ha　 54,300ha　 ↘ 51,500ha　
※米粉用米・飼料用米は、国の食料・農業・農村基本計画（令和２年３月）における食料消費の見通しから目標を設定

※ＷＣＳ用稲は、栃木県酪農・肉用牛生産近代化計画（平成28年３月）における目標

※全水稲作付面積のうち子実用は農林統計における水稲作付面積で、全水稲作付面積から飼料用米、WCS用稲の面積を除したもの。
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② 事前契約・複数年契約等の推進による需要の積極的な先取り 

・ 需要を捉えた生産には、販売先や販売数量の見通しを立てることが有効な取組で

あることから、産地と実需者間における事前契約（播種前契約、複数年契約、収穫

前契約 等）の取組を促進します。 
 

③ 県産米の品質や食味の向上 

・ 県産米の評価を高めるため、「水稲栽培技術指針」に基づく基本技術（適正な水管

理、適期防除・収穫等による被害粒発生防止対策）の励行による品質の向上を推進

します。 

・ 主力品種「コシヒカリ」及び県オリジナル品種「とちぎの星」、「なすひかり」に

ついて、品種に適した栽培技術の励行により、良食味米生産の取組を推進します。 

・  生育期間中の高温や縞葉枯病等により収量・品質の低下が懸念される地域につい

ては、「コシヒカリ」から高温での品質安定性の高い「とちぎの星」への転換を県

内全域で推進します。 

・ 「あさひの夢」産地においても、良食味である「とちぎの星」への品種転換を推

進します。 
 

  イ 生産者の収益が確保できる多収品種の生産拡大 

・ 中食、外食向けの低価格帯の需要に対応しつつ、生産者の収益の確保を図るため、

実需者のニーズに対応した多収品種について、県内で普及すべき品種の選定と安

定多収技術の確立や、コスト低減の取組への支援と併せ、生産拡大を推進します。 
 

  ウ 県産米のブランド力の向上 

①  付加価値の高い米づくりの取組推進 

・ 食味評価に基づくプレミアム商品づくりや特別栽培米等の地域ブランド米などの

付加価値の高い米づくりの取組を推進します。 
 

   ② 県オリジナル品種の認知度向上の取組 

・ 各種イベント等における食体験を通じて、県オリジナル品種「とちぎの星」、「な

すひかり」の認知度向上と消費拡大を推進します。 
 

③ 外部評価を活用したブランド力向上 

・ 実需者や卸売業者の意見や、(一財)日本穀物検定協会による「食味ランキング」

等の外部評価を活用し、「コシヒカリ」、「とちぎの星」、「なすひかり」のイメージ

の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 県産米のブランド力の向上 
高価格帯 

ア 需要を先取りした米づくり 

① 県段階での的確な需要把握と

生産者への情報提供 
① 付加価値の高い米づくり

の取組推進 

【 主食用米に係る推進対象イメージ 】  

中価格帯 ② 事前契約・複数年契約等の推進

による需要の積極的な先取り コシヒカリ 
とちぎの星 
なすひかり 
あさひの夢 

③ 県産米の品質や食味の向上 ② 県オリジナル品種の認知

度向上の取組 
③ 外部評価を活用したブラ

ンド力向上 
イ 生産者の収益が確保できる 

多収品種の生産拡大 
低価格帯 

〔県産米のポジション〕 

多収品種 

 



4 

 

（２）主食用米以外（輸出用米・飼料用米・米粉用米等） 

ア 多収品種や低コスト化技術の導入による輸出用米・飼料用米等の生産拡大 

①  輸出用米 

・ 輸出対象国における価格競争力を強化するため、多収品種とスマート農業等を組

み合わせた低コスト生産と流通コストの低減等の実証により輸出用米の経営モデ

ルを確立し、取組拡大を推進します。 

 

②  飼料用米・米粉用米 

・ 主食用米の需要量減少に対応して、国内大手実需の生産拠点が近隣県や県内に所

在する本県の優位性を活かし、多収品種及び低コスト化技術の導入や複数年契約

の取組拡大により、露地野菜等の高収益作物や大豆等の畑作が困難な水田の有効

活用として、飼料用米・米粉用米の生産拡大と安定的な供給を推進します。 

 

ウ 耕畜連携による稲ＷＣＳ・籾米サイレージの取組拡大 

①  稲ＷＣＳ 

・ 稲ホールクロップサイレージ（稲ＷＣＳ）は、地域内流通飼料として有効である

ことから、畜産農家における利用拡大を図り、耕畜連携に基づく生産の拡大を推進

します。 

・  畜産農家の需要拡大を図るため、極短穂品種「つきすずか」等の稲ＷＣＳ専用品

種の普及定着を推進します。 

 

②  籾米サイレージ 

・ 耕畜連携や調製施設の整備、品質の安定した籾米サイレージ生産等を推進し、県

内の畜産農家における需要に応じた生産拡大を推進します。 

 

エ 需要に対応した酒造好適米・加工用米の生産 

・ 「夢ささら」等の特定名称酒（吟醸酒等）の需要に対応した酒造好適米の安定的

な生産を推進します。 
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２ 麦類・大豆 ～水田フル活用での収益向上に不可欠な麦・大豆づくりの推進～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【麦類・大豆に関する目標】 

表４　麦・大豆の作付面積目標

R元(2019)
〔現状〕

R7(2025)
〔目標〕

R12(2030)
〔展望〕

平年値*
〔現状〕

R7(2025)
〔目標〕

麦類 12,600ha 14,000ha 15,000ha 二条大麦 375kg/10a

大豆 2,340ha 3,000ha 5,000ha 六条大麦 318kg/10a

小　麦 373kg/10a 420kg/10a

表６　ビール大麦の契約達成率 大　豆 166kg/10a 200kg/10a

R元(2019)
〔現状〕

R7(2025)
〔目標〕

R12(2030)
〔展望〕

*：農林統計７ヵ年中庸５ヵ年平均

97% 100% 100%

400kg/10a

表５　麦・大豆の10a当たり収量目標

＞ 

表７　麦類の品種別作付面積目標

面積

・

生産量

等

令和元年産
(2019)
〔現状〕

令和７年産
（2025）
〔目標〕

ニューサチホゴールデン 面積 7,660 ha 8,500 ha

〈ビール用・食用〉 生産量 28,420 ㌧ 34,000 ㌧

醸造適正の優れる新品種等 面積 800 ha

〈ビール用・食用〉 生産量 2,970 ㌧

※令和元産はｱｽｶｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ

とちのいぶき 面積 210 ha 200 ha

〈食用〉 生産量 780 ㌧ 800 ㌧

もち絹香 面積 60 ha 1,000 ha

〈食用〉 生産量 220 ㌧ 4,000 ㌧

面積 8,730 ha 9,700 ha

単収 371kg/10a 400kg/10a

生産量 32,390 ㌧ 38,800 ㌧

シュンライ 面積 1,570 ha 1,750 ha

〈麦茶用・食用〉 単収 335kg/10a 400kg/10a

生産量 5,820 ㌧ 7,000 ㌧

さとのそら 面積 900 ha 900 ha

〈日本麺用〉 生産量 3,340 ㌧ 3,780 ㌧

イワイノダイチ 面積 510 ha 500 ha

〈日本麺用〉 生産量 1,890 ㌧ 2,100 ㌧

タマイズミ 面積 600 ha 800 ha

〈醸造用・中華麺用〉 生産量 2,230 ㌧ 3,360 ㌧

ゆめかおり 面積 280 ha 350 ha

〈パン用〉 生産量 1,040 ㌧ 1,470 ㌧

面積 2,290 ha 2,550 ha

単収 408kg/10a 420kg/10a

生産量 8,500 ㌧ 10,710 ㌧

面積 12,600 ha 14,000 ha

生産量 46,710 ㌧ 56,510 ㌧
※麦類（ビール用除く）の需要動向は今後とも変化し続けることが想定されるため、状況に応じて目標値の見直しを行います。

方向性

○需要に応じた

　ビール麦の生産

（想定需要量26,000t）

○需要に応じた大粒

　大麦の生産

（想定需要量8,000t）

○需要に応じた用途別

　の生産拡大と品質の

　改善

○需要に応じた生産

○需要に応じた生産

○収益性の高い中華麺

　用小麦の需要に応じ

　た生産拡大

○品質の改善

○収益性の高いパン用

　小麦の需要に応じた

　生産拡大

○品質の改善

○需要に応じた生産

○需要拡大に向けた

　取組推進

○需要を踏まえた

　生産拡大

→

↗

↗３麦合計

六
条
大
麦

↗

小
麦

→

→

↗

↗

小麦 計 ↗

二条大麦 計 ↗

品種及び用途

二
条
大
麦

↗

2品種体制に

むけた検討
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（１）麦類 

ア 需要を捉えた麦類生産の推進 

① 二条大麦（ビール大麦） 

・ 需要に対応した生産に取り組みます。（契約達成率目標 100%） 

・ 気候変動や病害等のリスクを考慮したビール大麦の安定生産を図るため、２品種

での生産体制の構築を進めます。 

・ 適正な発芽勢や粗蛋白含量等の品質向上対策を推進します。 
 

②  二条大麦（大粒大麦） 

・ もち性大麦「もち絹香」は、実需者を含めた関係機関・団体で構成する「もち絹

香」需要拡大推進協議会による需要拡大の取組を踏まえ、生産拡大を図ります。 

・ 「とちのいぶき」は、食用（麦飯用等）大麦の需要に応じた作付けを推進します。 

・ 実需者の評価を得るため、整粒歩合を高め、軟質で鮮明な色相に仕上げる等、品

質の向上を推進します。 
   

③ 六条大麦 

・ 主力品種「シュンライ」については、食用（麦飯用等）及び麦茶用途別の需要に

応じた生産拡大を図るとともに、食用においては硝子質粒発生防止対策等による

品質改善に取り組みます。 
 

③  小麦 

・ 多様な実需の要望に対応し、品種特性に応じた品質の向上を推進します。 

・ 中華麺・パン用等の需要があり収益性が高い品種（「タマイズミ」、「ゆめかおり」）

の生産拡大とともに、品種ごとの特性に応じた品質の改善を推進します。 

・ 日本麺用の需要に応じた日本麺用「さとのそら」、「イワイノダイチ」の生産を推

進します。 
 

④  実需者との連携強化による需要を捉えた麦類の生産 

・ 農業団体及び実需者等が参加する栃木県産ビール麦生産・品質対策会議や栃木県

民間流通連絡協議会等を通じ、県産麦類の需要動向や品質評価について情報共有

し、県産麦類が需要を捉えた安定的な生産が図られるよう課題を共有し、対応方策

を検討します。 
 

イ 高品質安定生産の推進 

「麦の栽培技術指針」に基づく高品質安定生産を推進します。 

①  気象変動に対応した適期播種及び収穫 

・ 適期播種の推進 

凍上害や穂発芽の発生リスク及び適正な蛋白質含量を考慮し、気象条件に対応

した地帯別での適期播種の徹底を推進します。 

・ 適期収穫の推進 

刈遅れによる外観品質・等級への影響や穂発芽発生を防止するため、適期収穫の

徹底を推進します。 

・ 経営規模に応じた適正な条件整備の推進 

適期作業の徹底のため、経営規模に応じた人員確保や高性能農業機械の整備を
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推進します。 
 

 ② 収益性改善に向けた収量向上 

・ 排水対策の徹底 

排水溝の設置、心土破砕、弾丸暗渠及び畝立て同時播種栽培の導入など、ほ場条

件に応じた排水対策実施の徹底を推進します。  

 ・ 土づくりの推進 

安定した栽培のため土壌診断等に基づく土づくりを推進します。 

 

（２）大豆 

ア 実需者ニーズに対応した高品質大豆の生産拡大 

・ 豆腐等の国産大豆の需要の高まりに対応した高品質大豆の生産拡大を推進します。 

 

イ 「里のほほえみ」の特性発揮による品質・収量の向上   

・ 「里のほほえみ」の品種特性（大粒・機械収穫適性）が十分に発揮されるように

「大豆栽培技術指針」に基づいた基本技術（排水対策・適期防除・土づくり等）の

徹底による品質・収量の向上を推進します。 

・ 排水対策の徹底 

安定生産のため、排水溝の設置、心土破砕、弾丸暗渠及び畝立て同時播種栽培の

導入など、ほ場条件に応じた排水対策実施の徹底を推進します。 

・ 適切な輪作による連作障害等の回避 

麦類や水稲を適切に組み合わせた輪作体系により連作障害を回避した安定的な

生産を推進します。 

・ 適期防除の徹底 

 「里のほほえみ」は、「べと病」が発生しやすいため、適期防除の徹底を推進し

ます。 

・ 積極的な土づくり 

大豆は地力窒素を消耗しやすい作物であり、しわ粒発生や収量低下の要因とな

るため、土壌診断に基づく堆肥・土づくり肥料施用による積極的な土づくりを推進

します。 

 

ウ 実需者との連携強化による販路の確保 

・  市場動向や農業団体及び実需者等が参加する実需者懇談会等を通じ、県産大豆の

需要動向や品質評価について情報共有し、市場評価の獲得や販路の確保を図りま

す。 

 

３ 種子生産の基盤強化 

「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」に基づき、優良種子の安定的

な生産や供給のための基盤強化を支援します。 

（１）競争力の高い稲麦大豆品種の指定 

県内で普及すべき競争力の高い品種について、品種開発や奨励品種候補の選定試験

を行い、需要動向や既存品種と比較した優位性について農業団体、実需者及び農業者と

共有の上で奨励品種の指定を検討します。 
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特に、次の品目・品種等について奨励品種の候補選定や指定を検討します。 

ア 水稲多収品種 

・ 中食、外食向け需要や新規需要米（輸出米、飼料用米等）に適性があり、本県で

の生産性に優れた多収品種について、奨励品種の指定を検討します。 

 

イ 水稲良食味品種 

・ コシヒカリに替わる良食味米新品種について、農業団体や実需者とブランド化に

向けた販売戦略を共有した上で、品種開発を進めるとともに奨励品種候補の選定

に取り組みます。 
 

ウ ビール大麦 

・ ビール大麦２品種での生産体制の構築のため、ビール醸造適性や栽培性に優れた

品種の開発を行うとともに奨励品種候補の選定に取り組みます。 
 

  エ 二条大麦（食用） 

・ 麦類の生産拡大を図るため、実需者のニーズに対応した食用の二条大麦の品種開

発に取り組みます。 
 

  オ 大豆 

・ 「里のほほえみ」より栽培性・収量性に優れる品種について、奨励品種候補の選

定に取り組みます。 
 

（２）奨励品種のフォローアップ 

指定した奨励品種について、生産や販売の状況の継続的な調査・分析を行い、普及上

の課題等を把握し、その改善に向けた取り組みを実施します。 
 

（３）優良種子の安定的な生産・供給 

種苗生産等計画策定者、種苗事業者等と連携して種子生産体制強化方針を策定し、

種子生産者の確保・育成や、種苗事業者による計画的な基幹施設等の整備を支援し、

優良種子の安定的な生産・供給を図ります。 
 

４ 安全・安心に配慮した稲麦大豆の生産 

（１）ＧＡＰ(農業生産工程管理)の取組精度の向上 

本県産の米・麦・大豆について、安全性の確保と消費者及び実需者からの信頼性の向

上を図るため、生産者及び関係機関・団体が一体となってＧＡＰの取組精度の向上を推

進します。 
 

（２）安全対策の徹底 

  ア 米の放射性物質吸収抑制対策 

モニタリング調査等に基づき、米の放射性物質吸収抑制対策が必要な地域は、加里

質肥料の施用等の対策を推進します。 
 

  イ 麦類の安全対策 

・ かび毒対策 
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食用麦の赤かび粒の混入限度は、0.0%以下であることから、地域ぐるみの適期防除

や荷受け時選別の徹底による汚染麦の流通防止等の赤かび病対策の徹底を図ります。 

・ そば混入対策 

そばアレルギー体質者にとっては、微量のそば混入でも、摂取による重症化の可能

性があるため、そば跡への麦類作付の禁止を徹底します。 
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Ⅳ 水田フル活用に向けた生産体制の構築 ～人と農地と作物の組合せの最適化～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 担い手への農地集積・集約化 ～“人”と“農地”の組合せの最適化～ 

（１） 農地中間管理事業を活用した農地集積・集約化 

ア 農地の集約化に向けた担い手間の話合い促進 

・ 人・農地プランの実質化を契機とし、中核的な土地利用型経営体への農地の面的

な集積（集約化、団地化）を目的とした地域（産地）単位での話合いを、関係機関・

団体の役割分担をもって支援します。 

イ 地域ぐるみの農地集積・集約化による効率的な生産体制の構築 

・ 農地中間管理事業を活用した地域ぐるみの農地集積・集約化を推進により、中核

的な土地利用型経営体による大豆・麦の団地化や広域的な用排水管理対策の実現、 

担い手がいない地域における広域営農システムの構築（集落営農の再編、農地の受

け皿となる広域法人の育成等）等を支援します。 
 

（２） 農地集積・集約化と生産基盤の整備による効率的な生産体制の構築 

ア 水田の大区画化や汎用化の整備等の実施 

・ 農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化を進めるとともに、水田の大区画

化や汎用化、地下かんがいシステム等の生産基盤の整備を計画的に進め、稲麦大豆

の生産性、作業効率の改善及び広域的な用排水対策の実現を図ります。 
 

イ ほ場水管理システムの導入による省力化を推進 

・ ほ場水管理システム等の導入による担い手の水管理の省力化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中核的な土地利用型経営体の育成に関する目標】 

表８　土地利用型経営タイプ別の経営対数

令和元(2019)年

現　状

令和12(2030)年

目　標

50ha以上 50 160

30ha以上50ha未満 118 340

50ha以上 11 25

30ha以上50ha未満 15 180

土地利用型経営タイプ 経営規模

土地利用型経営体数

 稲麦大豆等を基幹とした経営

 　○稲＋麦＋大豆タイプ
　 ○耕畜連携タイプ　等

 露地野菜を導入した経営
 　○露地野菜＋稲麦等タイプ

＊：具体的には、「人・農地プラン」のうち実質化にともなう方針に加えて地域における具体的な作物振興方策を明確にしたもの、農地整備事業に
おける「促進計画」、「活性化計画」、「水田麦・大豆産地生産性向上事業」における「麦・大豆産地生産性向上計画」等の地域（産地）の計画を
想定したもので、これらを総合的に活用して、農地集積・集約化に加えて作物生産の最適化による産地単位の収益向上を目指す取組をイメージ
したものです。 

～人と農地と作物の組合せの最適化に向けて（“人・農地・作物プラン”＊）～ 

 

“人・農地・作物プラン”＊の取組イメージ 

 

「人・農地プラン」の実質化を契機とし、農地集積・集約化に加え、産地単位での収益性の最大化

を目指した作付体系による農地利用の最適化を、いわゆる“人・農地・作物プラン”＊の取組として、

推進していきます。 
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２ 中核的な土地利用型経営体の収益向上の促進  

～「作物」（作付体系）の最適化と生産のイノベーションによる収益向上～ 

（１） 地域の特性を活かした作付体系による収益向上 

適地適作を基本とした作付体系により、稲麦大豆を基幹とした中核的な土地利用型

経営体の収益向上を促進します。 

  ア 麦・大豆を本作化した作付体系の推進 

・ 麦、大豆を中心に新規需要米（輸出用米、飼料用米等）等を加えた輪作体系など、

主食用米に頼らない作付体系を重点的に推進するとともに、麦、大豆を本作とする

モデル産地を育成します。 
 

  イ 多様な土地利用型作物を組み合わせた水田フル活用 

・ 稲、麦類、大豆のほか、飼料作物、露地野菜等の高収益作物及びそば等の地域特

産物と組み合わせた、収益性や需要動向を捉え、地域に合わせた水田フル活用の作

付体系を検討し、導入や取組拡大を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点的に推進する作付体系】 

 

 

 

 

 

【地域の特性を活かした作付体系の例】 

○麦・大豆等を本作化した２年３作体系 

 水稲（主食用・新規需要米等） 大豆 麦類 

○１年２作体系(二毛作) 

 水稲（主食用・新規需要米等） 麦類 

水稲（主食用・新規需要米等） 露地野菜 

○露地野菜導入の１年１作体系 

そば 水稲（主食用・新規需要米等） 麦類 

○そば導入の２年３作体系 

○飼料作物を導入した２年４作体系 

 水稲 
（夏作） 

麦類 
（冬作） 

飼料作物 
（牧草・冬作） 

飼料作物 
（ﾄｳﾓﾛｺｼ・夏作） 
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（２）スマート農業の導入等の生産方法のイノベーションによる収益向上 

ア 輸出に対応できる稲作経営モデルの育成 

・ スマート農業等の省力・低コスト化技術や多収品種の導入により、輸出にも対応

できる稲作経営モデルを育成します。 

 

イ 麦・大豆の安定多収栽培技術の導入による収益向上を促進 

・ 気象変動等にも対応した、麦、大豆の安定生産を実現するために必要な新技術（不

耕起栽培、排水対策技術等）の導入を促進します。 

・ 麦、大豆の新たな施肥管理技術を活用した多収栽培の実証と普及による収益向上

を図ります。 

 

ウ ＩＣＴ等を活用した農業機械の導入 

・ ＩＣＴ等を活用したほ場管理システムや省力化・低コスト化のための高性能農業

機械の導入による効率的な生産体制の構築を支援します。 

 

エ ほ場毎の画像センシング等を用いた生育診断技術の確立 

・ ほ場毎の画像センシング等を用いた水稲や麦の生育診断技術を確立し、施肥管理

の最適化等による品質や生産性の向上を図ります。 

 

３ 水田フル活用を支える基幹施設の体制強化 

「水田農業構造改革に向けた共同乾燥調製施設の整備について」（平成 25年 11月 22日

付生振第 336 号農政部長通知）に基づき、利用率向上のための創意工夫、品質管理対策

の強化及び担い手の育成や優先的な利用に向けた配慮を基本として、「総合利用計画」等

による、計画的な大規模乾燥調製貯蔵施設等（ＣＥ，ＲＣ）の再編や増強に係る整備を

支援します。 

図１ 積算気温から判定した麦類適地 

 

図２ 地形から判定した麦類適地 

 

３～５月の積算気温 

950℃以上:大麦の適地(収獲晩限 6/20) 

1050℃以上:小麦の適地(収獲晩限 6/20) 

低地：ビール麦、麺用小麦の適地 

台地：パン用・醸造用小麦の適地 
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（１） 利用率向上のための創意工夫 

作付品目・品種や栽培方法、計画的な収穫・搬入等については、受益地区の農業者

の理解と協力を得ながら、主食用米からの転換や需要に対応した品目・品種作付や新

技術の導入、作期分散を図るとともに、荷受時間の延伸や１日当たりの荷受量の平準

化に向け、利用体制の整備や集荷サービスの実施による利用率の向上を促進します。 

 

（２） 品質管理対策の強化 

施設に搬入される米麦大豆の安全性の検証・確認、施設内での異品種の混入防止な

ど食品の安全性の確保に向けた取組とともに、実需者の要請に応じた履歴情報の収

集・保管して需要用途に即した適正な品質を確保するなど、品質管理の水準を産地全

体で高めるための取組を促進します。 

 

（３） 担い手の育成や優先的な利用 

担い手に対する優先的利用枠の確保や専用サイロの貸付け等を行うほか、担い手が

所有する共乾施設との作業分担や品種、栽培方法の違いによる荷受分担を図るなど、

効率的な施設の利用体制の整備を支援します。 

 

 

Ⅴ その他 

１ ＳＤＧｓを踏まえた生産振興 

平成 25(2015)年９月の国連サミットで採択された「持可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を

踏まえ、県民が必要とする食料の持続的かつ安定的な供給、気候変動にも柔軟に対応し

た持続的な生産体制の確保、スマート農業の積極的な導入などの生産方法のイノベーシ

ョンを通じた生産性と収益性の向上、環境と調和のとれた持続性の高い農業生産方式等

の導入などの取組を推進します。 

 

２ 収入保険等の経営の安定化のための制度活用の推進 

気象変動に伴う異常気象等による収量・品質への影響や、需要動向の急激な変化に伴う

価格への影響等の経営リスクに適切に対応するため、収入保険等の経営の安定化に必要

な制度の積極的な活用を推進します。 

 

３ 農業機械作業に係る安全対策の促進 

農業機械作業に係る事故の発生防止のため、乗用型の農業機械作業におけるシートベ

ルト、ヘルメットの着用や安全フレーム装備の徹底、農業機械の灯火器類の確認、現場

における農業機械の日常的・定期的な点検・整備の励行等を促進します。 



 



 

 

【参考資料】 





栃
木
県
稲
麦
大
豆
生
産
振
興
方
針
の
推
進
イ
メ
ー
ジ

【
稲
麦
大
豆
振
興
方
針
】

「
栃
木
県
稲
麦
大
豆
安
定
生
産
推
進
会
議
」
（
以
下
「
推

進
会
議
」
）
で
の
関
係
機
関
・
団
体
の
協
議
を
踏
ま
え
て

県
が
策
定

○
策
定
期
間
：
令
和
２
年
度
～
７
年
度

○
５
年
後
の
目
指
す
べ
き
方
向

（
目
標
値
の
設
定
）

・
品
目
・
品
種
毎
の
生
産
目
標

・
需
要
を
捉
え
た
生
産
に
係
る
そ
の
他
の
目
標

・
中
核
的
な
土
地
利
用
型
経
営
体
の
育
成
目
標

○
目
標
達
成
の
た
め
の
推
進
事
項

※
推
進
事
項
に
係
る
具
体
的
な
取
組
方
策
は
毎
年
見
直
し

○
栃
木
県
県
農
業
振
興
計
画

(2
0

2
1

-2
0

2
5

)の
施
策
に
対
応
し
た
振
興
す
べ
き
目
標
値
を
設
定
、
年
度
毎
に
目
標
値
の
進
捗
を
管
理

○
奨
励
品
種
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
等
、
品
目
・
品
種
毎
の
重
要
な
課
題
等
に
つ
い
て
調
査
・
分
析
し
、
推
進
方
針
に
お
け
る
重
点
項
目
や
緊
急
性
の
あ
る
課
題

に
つ
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
を
設
置
し
取
組
方
策
を
検
討

○
稲
麦
大
豆
安
定
生
産
推
進
会
議
で
、
目
標
の
進
捗
管
理
と
と
も
に
課
題
解
決
の
た
め
の
取
組
方
策
を
共
有

※
下
線
部
が
新
た
な
取
組

毎
年
度
の
進
捗
管
理

５ 年 後 の あ る べ き 姿

現 状

《
見
直
し
ポ
イ
ン
ト
①
》

○
目
標
設
定

３
年
後
目
標
（
作
付
面
積
・
品
種
構
成
の
み
）

→
５
年
後
の
目
指
す
べ
き
方
向
の
目
標
設
定

○
策
定
期
間

単
年
度

→
５
年
間
（
毎
年
進
捗
を
管
理
）

〈
現
状
把
握
に
係
る
調
査
〉

振
興
方
針
の
取
組
推
進
に
必
要
な

調
査
の
実
施
、
結
果
の
分
析

〈
県
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
の
設
置
〉

具
体
的
な
取
組
方
策
を
検
討

〈
稲
麦
大
豆
安
定
生
産
推
進
会
議
〉

※
構
成
団
体
等
：

JA
栃
木
中
央
会
，
全
農
と
ち
ぎ
，

県
集
荷
組
合
，
米
麦
改
良
協
会
，

N
O

SA
Iと
ち
ぎ
，

関
東
農
政
局
栃
木
拠
点
，
県

・
目
標
値
の
進
捗
状
況
を
検
証

・
課
題
解
決
の
取
組
方
策
の
共
有

令
和
元
年

令
和
７
年

令
和
２
年

～
令
和
６
年

《
見
直
し
ポ
イ
ン
ト
②
》

○
振
興
方
針
の
取
組
推
進
に
必
要

な
調
査
の
実
施

○
県
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置

し
取
組
方
策
を
検
討

15



奨
励
品
種
の
指
定

意
見
聴
取
会
の
実
施

県
が
指
定

原
原
種
生
産

（
県
）

原
種
生
産

（
県
）

種
子
生
産
（

JA
等
）

一
般
栽
培

栃
木
県
稲
麦
大
豆
生
産
振
興
方
針
と
県
種
苗
条
例
に
基
づ
く
優
良
種
子
生
産
の
推
進
の
ス
キ
ー
ム

○
新
た
な
稲
麦
大
豆
生
産
振
興
方
針
を
踏
ま
え
、
県
条
例
に
基
づ
く
奨
励
品
種
の
指
定
や
原
原
種
・
原
種
の
生
産
及
び
優
良
種
子
の
生
産
を
推
進

○
県
は
需
要
動
向
や
安
定
生
産
に
関
す
る
課
題
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
生
産
者
・
農
業
団
体
・
行
政
機
関
が
共
通
認
識
を
持
ち
、
連
携
を
図
り

な
が
ら
各
々
の
役
割
に
応
じ
た
稲
麦
大
豆
の
生
産
振
興
に
係
る
取
組
を
推
進

【
稲
作
振
興
方
針
】

「
栃
木
県
稲
麦
大
豆
安
定
生
産
推
進
会
議
」
で
の

関
係
機
関
・
団
体
の
協
議
を
踏
ま
え
県
策
定

※
主
な
構
成

１
基
本
方
針

２
振
興
目
標

３
推
進
事
項
及
び
具
体
的
な
方
策

【
種
苗
生
産
等
計
画
】

（
米
麦
改
良
協
会
）

【
栃
木
県
稲
麦
大
豆
安
定
生
産
推
進
会
議
】

○
「
生
産
振
興
振
興
方
針
」
（
案
）
の
検
討

○
重
点
事
項
や
緊
急
性
の
あ
る
課
題
に
つ
い
て

関
係
機
関
・
団
体
で
取
組
方
策
等
を
共
有

検
討
結
果

【
原
種
生
産
計
画
】

（
県
）

（
課
題
）

・
需
要
に
対
応
し
た
稲
麦
大
豆
の
生
産

・
気
象
変
動
等
に
よ
る
不
安
定
な
収
量
･
品
質

・
ブ
ラ
ン
ド
力
の
向
上

・
効
率
的
な
生
産
を
行
う
基
盤
が
不
十
分

等

課
題
の
把
握
・
分
析

県
：
技
術
検
討
会
、
農
試
検
討
会
等

関
係
団
体
：
稲
作
振
興
に
係
る
各
種
会
議

※
奨
励
品
種
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
関
す

る
取
組
等
を
強
化

【
県
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
】

重
点
事
項
や
緊
急
性
の
あ
る
課
題
に
つ
い
て

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
取
組
方
策
を

検
討

○
振
興
目
標
：

３
年
後
目
標
（
作
付
面
積
・
品
種
構
成
の
み
）

→
５
年
後
の
目
指
す
べ
き
方
向
の
目
標
設
定

○
策
定
：

毎
年

→
 ３
年
に
１
度
（
毎
年
進
捗
を
管
理
）

○
計
画
の
作
成
・
決
定

方
針
と
原
種
生
産
計
画
会
議
を
踏

ま
え
、
県
が
作
成
・
決
定

○
計
画
の
作
成
・
決
定

方
針
と
採
種
ほ
設
計
計
画
会
議
を
踏
ま
え
、

米
麦
改
良
協
会
が
決
定

↓
米
麦
改
良
協
会
が
作
成
、
県
が
同
意

取
組
方
策
の
提
案

見 直 し ポ イ ン ト

需
要
動
向

《
県
種
苗
条
例
に
基
づ
く
取
組
》

（
課
題
）

・
担
い
手
不
足

・
基
幹
施
設
の
老
朽
化 等

16



17 

 

本県の稲麦大豆に関する現状と課題について 

～栃木県稲麦大豆生産振興方針に係る資料集～ 

令和３年３月 生産振興課 

 

Ⅰ 国内における食料生産等をめぐる情勢について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人口減少に伴う基幹的農業従事者の減少や国内マーケットの縮小・構造変化、気候変動に

よる国内外の農業生産への影響、ＴＰＰ等の新たな国際環境及び新型コロナウィルスのよ

うな新たな感染症など食料生産をめぐる情勢は変化し続けています。 

○ これらの情勢変化に対応して県民が必要する食料を安定的に供給していくためには、本県

の食料生産の基幹となる稲麦大豆について、国内の需要を的確に捉えつつ海外への販路拡

大も視野に入れた生産振興を進めるとともに、これら実現するための持続的かつ効率的な

生産体制を構築する必要があります。 

図１ 国内の人口推移予測 

出典：総務省統計局「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本
の世帯数の将来推計（全国推計）2018（平成 30）年推計」 資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計）、「農業構造

動態調査」 

図２ 国内の基幹的農業従事者の年齢構成の推移 

資料：農林水産政策研究所「我が国の食料消費の将来推計（2019 年版）」（令和元年
８月） 

図３ 食の外部化の進展状況 

単身世帯や共働き世帯の増加と、それに伴う
ライフスタイルの変化に伴い、食の外部化が一
層進むと見込まれることから、食料需要は生鮮
食品から付加価値の高い加工食品にシフトする
と見込まれています。 

世界の飲食料の市場の規模は、令和 12年には 1,360
兆円に拡大すると見通されます。（平成 27年比 1.5倍）
地域別に見ると、１人当たり GDPの伸びが大きいアジア
は、420兆円から 800兆円と 1.9倍に拡大する見込みで
す。併せて、TPP11、日 EU・EPA及び日米貿易協定によ
り、世界の GDPの約６割を占める巨大な市場が構築さ
れます。このため、国内市場への対応と併せて、世界の
食市場を獲得していくことが重要となります。 

資料：農林水産政策研究所「世界の飲食料市場規模の推計」（平成 31 年３月） 

図４ 世界の飲食料市場規模の見通し 
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Ⅱ 稲・麦・大豆の生産・販売の状況について 

１ 水稲 

（１） 水稲の生産状況について                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 水稲区分別作付面積の推移 

図５ 国内の主食用米需要量の推移 図６ 本県の主食用水稲作付面積と作付参考値 

コシヒカリ あさひの夢 とちぎの星 なすひかり その他 合計

ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha

36,400 12,900 6,100 2,500 1,300

(61.5) (21.8) (10.3) (4.2) (2.2)

37,200 13,070 4,330 2,650 1,250

(63.6) (22.3) (7.4) (4.5) (2.1)

37,750 12,930 3,110 2,500 1,310

(65.5) (22.4) (5.4) (4.3) (2.3)

39,030 12,460 2,340 2,420 1,150

(68.0) (21.7) (4.1) (4.2) (2.0)

※種子供給実績を基にした品種構成割合から作付面積を算定

※水稲作付面積合計は農林統計の子実用面積

H29 57,600

年産

R元 59,200

H30 58,500

H28 57,400

表２－１ 本県における品種別水稲作付面積 

○ 平成 30年産からの米政策の転換以降、主食用米の作付面積がやや増加傾向である一方、

飼料用米等の作付面積は減少傾向 

○ 国内における主食用米の需要量減少がつづく中、コロナウィルスの影響でさらに急減して

おり、主食用米から他作物への転換が喫緊の課題 

○ 本県における水稲品種別の作付面積は「コシヒカリ」が減少傾向である中、「とちぎの

星」が増加し続けており令和元年産には県内作付の約１割を占める 

飼料用米 米粉用米 ＷＣＳ 輸出用米等 その他

Ｒ２産 69,087 54,900 1,399 1,912 10,876 8,341 811 1,614 106 4

（前年差） ▲ 83 0 13 ▲ 186 90 ▲ 73 112 ▲ 6 54 3

Ｒ元産 69,170 54,900 1,386 2,098 10,786 8,414 699 1,620 52 1

H30産 69,209 54,700 1,046 2,023 11,440 9,155 604 1,626 54 1

H29産 69,397 53,600 1,810 1,829 12,158 10,054 344 1,710 2 48

H28産 69,522 53,600 1,846 1,923 12,153 10,402 9 1,711 2 29

〔出典〕農林水産省資料より（備蓄米は地域再生協議会の把握面積、加工用米及び新規需要米は取組計画の認定面積）

年産
水稲

作付面積
合計

主食用米 備蓄米 加工用米

新規需要米
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                                                               （単位：kg/10a） 

区 分 H27 H28 H29 H30 R 元 R２ 

 

栃 

木 

県 

 

作況指数 

98 

やや不良 

102 

やや良 

93 

不良 

102 

やや良 

97 

やや不良 

101 

平年並 

単収(平年) 531(540) 551(540) 510(540) 550(540) 526(540) 538(540) 

 

全 

国 

作況指数 100 

平年並み 

103 

やや良 

100 

平年並み 

100 

平年並み 

99 

平年並み 

99 

平年並み 

単収(平年) 531(531) 544(531) 534(532) 529(532) 528(533) 531(535) 

〔出典〕農林水産省 ※H27 以降の作況指数は 1.8mmのふるい目幅、単収は 1.7mmのふるい目幅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成熟期 収量 千粒重

（月日） (kg/10a) (g)

コシヒカリ 9.10 やや強 弱 極強 弱 弱 弱 631 21.9

9.22 中 632 22.9

(10.11) - (556) (24)

9.17 強 680 25

(10.11) - 612 (26)

なすひかり 9.03 - 中 極強 中 中 弱 619 23.3

縞
葉
枯
病

あさひの夢
（ ）は普通植

極強 弱 やや強 強 極強

品種名

 
高
温

 
登
熟
性

耐
倒
伏
性

耐
冷
性

葉
い
も
ち

穂
い
も
ち

農作物奨励品種特性表（栃木県・令和２年・県農業試験場による調査結果）より、高温登熟性は埼玉県農林
総合研究センター調査結果（2009）

とちぎの星
（ ）は普通植

やや強 強 強 やや強 極強

表３ 水稲の作況指数等の推移 

図７ 県産米の農産物検査結果の推移 

表４ 県産米主要品種別の特性 

図８ 県内の稲縞葉枯病の発生状況 
〔出典〕農林水産省、Ｒ２産はＲ２年 12月末時点 

○ 異常気象等により水稲の作況指数は不安定であり、高温や病害等に伴う白未熟粒や被害粒

等の発生により品質が低下することがある 

○ このような中、「とちぎの星」は品質が安定しており、収量性や耐病性に優れていること

等から、品質低下が懸念される地域等は同品種への転換を図る必要がある 

平成 28年８月 令和元年８月 

日照不足、 

台風被害 等 
日照不足 等 

低温、 

日照不足 等 

表２－２ 生産振興方針等における水稲（子実用）の品種別作付面積等の見直しについて 

コシヒカリ あさひの夢 とちぎの星 なすひかり その他 合計

ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha・(％) ha

39,600 9,900 5,800 2,800 1,100

(66.9) (16.7) (9.8) (4.7) (1.9)

39,800 9,300 6,100 2,800 1,200

(67.2) (15.7) (10.3) (4.7) (2.0)

R２ 59,200

※種子供給実績に基づき飼料用米用途の供給量や種子更新率を考慮して集計した品種構成割合と水稲作付面積（子実
　用）により算定

年産

R元 59,200

　今後の稲麦大豆生産振興方針等における水稲の品種別作付面積は、種子供給実績を基にしつつ、水稲区分別（主食用米、
新規需要米等）の品種構成の実態を踏まえた算定方法に見直し、令和元年産以降の品種別作付面積等は次の通りとする。
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（２） 米の需要動向について                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格帯（60kg当たり、税込み） 割合

元年産の全国平均価格15,716円以上の銘柄 26%

元年産の全国平均価格15,716円未満の銘柄 74%

中食・外食向けの価格大別

表５ 県産米の販売先内訳 

資料：農林水産省「米の 1 人１ヶ月当たり消費量」及び米穀機構「米の消費動向調査」 
図９ 米の消費における家庭内及び中食・外食の占める割合(全国)  

社会構造の変化により、食の簡便化志向が強まり、米の消費における中食・外食の占める割合が増加

傾向にある。 

〔出典〕農林水産省、米に関するマンスリーレポートより 

表６ 中食・外食向けの価格帯別の販売量及び生産動向 

中食・外食向けに販売された産地品種銘柄ごとに、元年産の相対取引価格を用いて、価格帯別の販売量を

みると、全国の全銘柄平均価格（15,716 円）以下の銘柄が 8 割弱となっている。 

〔出典〕米に関するマンスリーレポート（Ｒ３年３月号） 

○ 県産米の販売先は、中食・外食向けの割合が高く、国内でも上位であり、社会構造の変化

に伴う米の需要動向に対応してきた状況 

○ 県産米の主力品種「コシヒカリ」は中食・外食向けの需要のなかでも高価格帯の位置し、

「関東コシヒカリ」としての銘柄や食味を訴求した需要に対応した品種銘柄であり、県オ

リジナル品種「とちぎの星」等は、これに準じた価格帯 

【参考】 
〔R 元産県産米価格〕 
「栃木コシヒカリ」 

：15,576 円/60kg 
「栃木あさひの夢」 

：14,806 円/60kg 
「栃木とちぎの星」 

：14,927kg/60kg 

産地 調査期間
家庭内食
向け等

コシヒカリ
51%

あさひの夢
10％

その他
５%

－

コシヒカリ
51%

あさひの夢
９％

なすひかり
２%

その他
２%

コシヒカリ
51%

あさひの夢
９％

なすひかり
２%

その他
３%

コシヒカリ
45%

あさひの夢
12％

なすひかり
２%

その他
６%

コシヒカリ
41%

あさひの夢
10％

とちぎの星
６%

その他
４%

全国 R元.7～R２.6 37% 62%

R元.7～R２.6 61% 全国4位 39%

中食・外食向け（産地品種銘柄別内訳）

65%

65%

－

67%

栃
木
県

H29.7～H30.6 全国2位 35%

H30.7～R元.6 全国2位 35%

H27.7～H28.6 全国1位 33%

H28.7～H29.6 全国4位 37%63%
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品種名 出穂期 

(月.日) 

成熟期

(月.日) 

稈長 

(cm) 

穂数 

(本/㎡) 

精玄米重 

(kg/10a) 

比較比率 

(%) 

千粒重 

(g) 

縞葉枯

抵抗性 

ほしじるし 8.11 9.21 77 393 710 110 23.1 ○ 

にじのきらめき 8.05 9.14 76 423 706 109 24.0 ○ 

（比較参考）あさひの夢 8.11 9.21 83 373 649 100 21.3 ○ 

※農業試験場における多肥栽培（慣行の 1.5倍施肥）での比較試験結果（令和２年度） 

 

品種名 Ｒ２産県内生産量 主な特徴 

ほしじるし 1,809㌧ 
・二毛作向きで、「コシヒカリ」より多収の良食味品種 

・倒れにくく、縞葉枯病に抵抗性 

にじのきらめき ●㌧ 
・大粒で業務用米に適する多収の極良食味品種 

・高温耐性に優れ、縞葉枯病に抵抗性 

あきだわら 535㌧ 
・「コシヒカリ」より多収で「コシヒカリ」に近い良食味品種 

・生育が「コシヒカリ」より遅く、作期分散が可能 

※にじのきらめきはＪＡ佐野聞き取り、その他品種は農産物検査結果(R2.12月末時点)より 

※主な特徴は、農林水産省「米をめぐる関係資料」（R元.11月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 需要に応じた販売について（低価格帯の需要への生産・販売の拡大） 

買い手の意向 産地の意向 

一般家庭用 
（高価格帯中心） 

70%程度 

一般家庭用 

中食・外食向け 
（低格帯中心） 

30%程度 中食・外食向け 

需要に応じた 
生産・販売へ 

ミスマッチ 
用途に応じた 
米生産が重要！ 

少しでも単価の高
い米を売りたい！ 

〔買い手の意向と産地の意向のミスマッチ〕 

○ 主食用米全体の需給は均衡している中、産地にお 
いては、高価格帯中心の一般家庭用の米を生産する 
意向が強い。 

  
○ 一方、買い手においては、３割を占める低価格帯 

中心の中食・外食向けなどにも対応した米生産への 
ニーズがあり、ここにミスマッチが生じている状況。 

○ 一般家庭用、中食・外食向け各々の需要に応じた 
生産・販売の取組を進める必要 
  
それを行わない場合には、結局、国内主食用米 

需要全体の一層の減少につながる。 

令和元年産生産量：726 万㌧ 

資料：農林水産省「米をめぐる状況について」（R2.3 月） 

表７ 県内で生産されている中食・外食向けの主な多収品種の特性 

表８ 県内で生産されている主な多収品種の生産量等 

○ 中食・外食向けの需要としては、低価格帯の米も求められており、低価格でも収益が確保

できる多収品種の生産が県内でも始まっており、本格的な普及について検討が必要 

○ 飼料用米や輸出米等の新規需要米についてもこのような多収品種の適用について検討する

必要がある 
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〔出典〕農林水産省公表 相対取引価格。Ｒ２産はＲ２年 11月末時点までの平均。 

  

 

全銘柄平均は、相対取引価格の調査対象の品種銘柄についての加重平均価格  

 

図 11 １人１ヶ月当たり精米消費量 

〔出典〕米穀安定供給確保支援機構「米の消費動向調査結果」 

○ 相対取引価格の推移によれば、「栃木コシヒカリ」は全銘柄加重平均価格と概ね同様の値動き

で推移している傾向 

○ 一方、「なすひかり」、「あさひの夢」等は米価下落時における下落幅が大きい傾向 

○ 米穀機構が公表している「米の消費動向調査」(令和３年１月分)によると、１人１ヶ月

当たりの精米消費量は、前年同月比＋1.4% 

○ このうち、家庭内での消費量は前年同月比＋5.1%、中食・外食では▲6.0% 

○ コロナウィルス発生による情勢変化にともなう米消費動向（家庭向けへの回帰等）への

影響について今後注視が必要 

図 12 県産米の相対取引価格の推移 
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当年 翌年

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

26/27年 89.9 75.2 146.8 192.8 210.4 204.3 190.9 180.7 169.6 151.2 133.5 113.5

対前年差 - - - - - - - ▲ 14 ▲ 6 ▲ 12 ▲ 14 ▲ 19

27/28年 94.4 77.6 135.8 168.7 175.4 178.5 165.9 155.3 148.6 132.3 121.1 103.7

対前年差 5 2 ▲ 11 ▲ 24 ▲ 35 ▲ 26 ▲ 25 ▲ 25 ▲ 21 ▲ 19 ▲ 12 ▲ 10

28/29年 86.8 67.5 117.5 175.4 188.9 180 163.4 147.9 136.1 117.6 98.1 80.4

対前年差 ▲ 8 ▲ 10 ▲ 18 7 14 2 ▲ 3 ▲ 7 ▲ 13 ▲ 15 ▲ 23 ▲ 23

29/30年 66.1 48 104.6 142.1 151.7 150.6 138.8 129.4 119.4 104.5 90.5 75.6

対前年差 ▲ 21 ▲ 20 ▲ 13 ▲ 33 ▲ 37 ▲ 29 ▲ 25 ▲ 19 ▲ 17 ▲ 13 ▲ 8 ▲ 5

30/元年 59.2 42.2 111.3 158.1 173.4 168.1 154.1 141.9 128.8 111.2 95.6 82.2

対前年差 ▲ 7 ▲ 6 7 16 22 18 15 13 9 7 5 7

元/２年 65.5 47 102.5 146.3 157.9 153.2 140.2 129.5 117.1 104.2 92.3 79.0

対前年差 6 5 ▲ 9 ▲ 12 ▲ 16 ▲ 15 ▲ 14 ▲ 12 ▲ 12 ▲ 7 ▲ 3 ▲ 3

２/３年 65.3 52.5 111.3 160.7 183.3 181.8 172.6

対前年差 ▲ 0 6 9 14 25 29 32

（単位:玄米千㌧）

〔出典〕米に関するマンスリーレポート（Ｒ３年３月号） 

表９ 全国段階の民間在庫の推移（うるち米） 

 

〔出典〕米に関するマンスリーレポート（Ｒ３年３月号） 

図９ 米の民間在庫数量の推移（全国） 

 

（出荷段階＋販売段階 １月末時点） 

 

○ 全国段階の民間在庫は、令和元年
９月以降、継続的に前年差プラス
で推移 

○ 令和３年１月末時点における在庫
数量は 322万㌧（前年差 27 万㌧）
であり、増加幅が拡大 

表 10 栃木県段階の民間在庫の推移（うるち米） 

 

〔出典〕米に関するマンスリーレポート 

○ 栃木県における民間在庫についても、近年で最も米価が低かった平成 26 年産以降は在庫数量
が減少傾向だったものの令和２年８月以降は増加に転じた。 

○ 令和３年１月末時点における在庫数量は 172.6 千㌧（前年差 32千㌧増） 

図 10 米の民間在庫数量の推移（栃木県） 

 

（出荷段階＋販売段階 １月末時点） 

 

〔出典〕米に関するマンスリーレポート 

○ 全国段階における民間在庫は、令和元年９月以降は前年差でプラスに推移し、栃木県において

も令和２年８月以降は前年差でプラスに推移しており、米価等の影響について注視が必要 

【出荷＋販売段階】 
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（３） 県産米のブランド力向上の取組について                       

 

 

 

 

 

地区 品種名 H27 H28 H29 H30 R1 R2 備   考 

県北 コシヒカリ 特Ａ 特Ａ Ａ 特Ａ 特Ａ Ａ H25～28 ４年連続「特Ａ」 

県北 なすひかり 特Ａ Ａ Ａ 特Ａ 特Ａ Ａ H22～27 ６年連続「特Ａ」 

県南 とちぎの星 特Ａ Ａ 特Ａ 特Ａ 特Ａ Ａ H29～R1 ３年連続「特Ａ」 

県南 あさひの夢 Ａ’ Ａ’ Ａ Ａ Ａ Ａ’  

 ※ランク区分は基準米に比べ、特に良好：特Ａ、良好：Ａ、おおむね同等：Ａ’、やや劣る：Ｂ、劣る：Ｂ’ 

 

 

 

 

 

 

調査年度 調査エリア コシヒカリ とちぎの星 なすひかり

令和２(2020)年 栃木県 98% 44% 57%

首都圏 97% 18% 21%

関東圏 97% 21% 25%

平成26(2014)年 関東圏 99% - 19%
※とちぎ農産物ブランド力調査（令和２年７月）より

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」（報告対象：年間取扱量 5,000 トン以上の集出荷事業者） 

注：１ 「事前契約数量」は、収穫前の段階において確認書等により販売数量が決定している数量。 

２ 「複数年契約」の契約期間は３年間が大宗である。 

３ 元年産までは確定値、２年産は３年１月末現在の速報値。 

栃木県 

表９ 本県産米の食味ランキング〔（一財）日本穀物検定協会公表〕 

表 10 県産米の主要品種について県内外における認知度調査結果 

○ 需要を捉えた生産・販売に取り組むためには、あらかじめ販売先や販売数量の見通しを立てる

ことが必要 

○ そのための手法として、産地と実需者間における事前契約、特に播種前の契約や複数年契約

等が有効であり、取組の推進が必要 

○ 近年、全国的に主食用米の事前契約・複数年契約の数量が増加しており、令和２年産の県産米

の事前契約数量は令和３年１月末時点で 71千㌧（集荷数量の 54%） 

○ 県産主要品種は、日本穀物検定協会による食味ランキングで最高評価の「特 A」評価を複数年

産に渡って受けているものの、県オリジナル品種の認知度は低い状況であり、認知度向上に向

けた取り組みが引き続き必要 

全 国 

図 13 主食用米の事前契約数量の推移 
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（４） 非主食用米の生産需要動向等                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 令和２年産水稲区分別の 10aあたりの米の粗収益及び純利益の試算 

（※１）主食用米の販売収入（10a当たり）は、令和２年産に係る収入影響緩和交付金に係る地域別及び収入影響緩和対象 

農産物の単位面積当たりの収入額のうち米穀の収入額 
（※２）飼料用米及び米粉用米は複数年契約（３年以上の契約）を実施したものとして産地交付金を加算 
（※３）飼料用米及び米粉用米の kgあたり単価は県内実勢価格で試算 
（※４）ＷＣＳの kg単価は「飼料作物の栽培と利用」（H28.3月）、収量は H29経営診断指標（飼料稲 10ha） 
（※５）加工用米の kg単価は、県内実勢価格 10,000円/60kgとして試算 
（※６）備蓄米の販売収入は、加工用米との共計での取扱として戦略作物助成相当額２万円を加算 
（※７）生産費は H29経営診断指標の農業経営費〔水稲 10ha（主食用米、輸出米、加工用米、備蓄米）、 

飼料稲 10ha（WCS）、飼料米 10ha：（飼料米、米粉用米）で試算〕 

○ 主食用米の需要が減少する中、露地野菜等の高収益作物や麦・大豆等の畑作物への転換

が困難な場合における水田の有効利用として、非主食用米を営農に取り入れた水稲生産

が行われている 

○ 非主食用米は主食用米と比較すると低収益のため、スマート農業等によるコスト低減や

多収品種の導入による収益向上が必要 

主食用米 飼料用米 米粉用米 WCS 加工用米 政府備蓄米

販売収入（円/10a） 119,820 6,000 18,000 43,750 90,180 110,180

戦略作物助成（円/10a） - 90,000 90,000 80,000 20,000 -

産地交付金（円/10a） - 12,000 12,000 - - -

粗収益計（円/10a）① 119,820 108,000 120,000 123,750 110,180 110,180

単価（円/kg） - 10 30 17.5 167 -

単収（kg/10a） 540 600 600 2,500 540 540

生産費（円）② 73,207 73,560 73,560 64,008 73,207 73,207

純利益①-②（円/10a） 46,613 34,440 46,440 59,742 36,973 36,973
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 ア 飼料用米・米粉用米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 国内の飼料用米の需給状況 

〔出典〕米をめぐる関係資料（農林水産省 Ｒ２年 10月） 

○本県の飼料用米生産量 

令和元年産：4.6 万㌧ 

令和２年産：4.5 万㌧ 

平成30年度 令和12年度 平成30年度 令和12年度

米粉用米
2.8

(0.2)

13

(0.9)
2.8 13

飼料用米
43

(－)

70

(－)
43 70

国内消費仕向量(万㌧)

食料消費の見通し

生産努力目標

(万㌧)

【参考】国の食料・農業・農村基本計画：

　～令和12年度における食料消費の見通し及び生産努力目標（米部分抜粋）～

１人・１年当たり消費量

(kg/人・年）

○本県の米粉用米生産量 

令和元年産：3.6 千㌧ 

令和２年産：4.1 千㌧ 

国内における飼料用米・米粉用米の需要は供給量を上回っており、大手実需の工場が

近隣県や県内に所在する本県の立地の優位性を活かした推進が可能 

図 16 国内の米粉用米の需給状況 

〔出典〕米をめぐる関係資料（農林水産省 Ｒ２年 10月） 
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 イ WCS・籾米サイレージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 輸出米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＷＣＳは、耕畜連携による水田フル活用の取組として行われており、令和２年度の作付

面積は 1,614ha。耕種農家と畜産農家のマッチング、収穫作業の効率化及び品質のバラツ

キ等が課題 

○ 籾米サイレージ（飼料用米を無乾燥で破砕処理して発酵させた飼料）は、本県では平成

30年度から開始されて取組面積は令和２年産で 284ha。飼料用米の地域内流通に有効な

手法であるものの、現在の調製施設は４カ所であり一層の調整施設の整備が課題 

○ 輸出米は、新規需要米（新市場開拓米）として令和２年産は 106haであり、そのうち多

くは、農業団体による加工用米及び政府備蓄米との共同計算方式（加工用米・政府備蓄

米相当の収益）により生産者の収益が確保された取組 

○ 本格的な輸出米の生産拡大のためには、海外における販路確保等の流通対策とともに、

多収品種やスマート農業等の低コスト化技術の導入等の生産対策を一体的に進める必要

がある 

図 17 輸出用米の収益向上イメージ 
 
(1:販売収入 

主食用米：令和２年産に係る収入影響緩和交付金に係る地域別及び収入影響緩和対象農産物の 

単位面積当たりの収入額のうち米穀の収入額 

  輸出用米：県内外における輸出米 60kg当たりの実勢売上価格（8,000円/60kg）， 

(2:純利益 ＝（粗収益）－（生産費） 

①生産費（主食用米，輸出用米（主食用米品種））：10㌃あたり 73,207円/10a･･･Ａ 

          （H29経営診断指標の農業経営費〔水稲 10ha（主食用米）〕） 

②生産費（輸出用米（多収品種導入等））：Ａ×0.95（5％コスト低減） 
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 エ 加工用米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 県内の加工用米生産量の推移 

○ 加工用米は、米菓、米穀粉、清酒等の原料として需要に対応した生産が行われてお

り、令和２年産では作付面積 1,912haで生産量 10,381㌧ 

○ 非食用米区分毎の生産者規模別の構成をみると、比較的規模が小さい生産者による作

付が多い傾向 

〔出典〕農林水産省 

図 19 県内の加工用米の品種構成割合 

※県内農業団体聞き取り 

図 20 県内の非主食用米の作付における作付面積規模別での分布状況 

    ※令和元年産経営所得安定対策実績から集計 
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オ 備蓄用米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県における政府備蓄米は「優先枠」（都道府県別の入札枠）を活用しての稲作による

水田有効利用のひとつとして営農に取り入れられており、令和２年産作付面積 1,399ha 

【参考】政府備蓄米の運営について 

・ 国は、政府米の備蓄について、適正備蓄水準を 100万トン程度として運用 

・ 基本的な運用としては、適正備蓄水準 100万トン程度を前提とし、毎年播種前に 21万

トン程度買入れ、通常は５年持越米となった段階で、飼料用等として売却 

・ 備蓄米の買入は「優先枠」（都道府県別の入札枠）が設定されおり、一定時期まで他産

地と競合することなく、継続的・安定的に備蓄米に取り組むことが可能 
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２ 麦・大豆 

（１） 麦・大豆の生産状況について                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 本県の麦類作付面積の推移 

    〔出典〕 農林統計 

麦類は年ごとの単収の増減が大きく生産量が変動しており、近年の作付面積は、やや減少

傾向であり、令和２年産の作付面積は４麦合計で 12,700ha（二条大麦 8,660ha、六条大麦

1,670ha、小麦 2,300ha、裸麦 41ha） 

図 22 本県の麦類収穫量の推移 

    〔出典〕 農林統計 
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麦類の農産物検査結果によれば、本県の麦類は全国と比較して一等比率が高く推移 

図 23 全国における麦類農産物検査結果の推移  〔出典〕 農林水産省 

【普通大粒大麦】 【普通小麦】 

図 24 栃木県における麦類農産物検査結果の推移  〔出典〕 農林水産省 

【普通大粒大麦（とちのいぶき・もち絹香）】 

【普通小麦（イワイノダイチ）】 

【普通小粒大麦（シュンライ）】 

【普通小麦（さとのそら）】 

【普通小麦（タマイズミ）】 【普通小麦（ゆめかおり）】 

【普通小粒大麦】 
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図 25 本県の大豆作付面積と収穫量の推移 

    〔出典〕 農林統計 

大豆の作付面積は、近年で最も多かった平成 15年産 5,860haをピークに減少し続けてお

り、年ごとの単収も減少傾向であり、令和元年産の作付面積は 2,340ha 

表 11 本県における大豆の品種別農産物検査結果 〔出典〕 農林水産省 

○里のほほえみ（大粒大豆＋中粒大豆）

１等 ２等 ３等 規格外 合格 規格外

R２産 2,487 2,187 36.6 35.6 27.0 0.8 299 100.0 -

R元産 3,185 2,612 13.0 41.3 44.7 0.9 574 100.0 -

H30産 3,621 3,143 29.7 48.0 21.7 0.6 478 99.1 0.1

H29産 3,864 2,330 8.3 22.0 63.8 5.9 1,534 100.0 -

H28産 4,051 3,614 32.8 35.2 31.6 0.3 436 100.0 -

H27産 4,013 3,737 50.0 28.0 21.6 0.4 276 100.0 -

○納豆小粒（小粒大豆＋極小粒大豆）

１等 ２等 ３等 規格外 合格 規格外

R２産 185 185 1.4 53.2 43.4 2.0 -

R元産 180 179 0.8 39.5 56.2 3.5 0 100.0 -

H30産 205 188 2.9 84.6 9.7 2.8 17 100.0 -

H29産 131 13 7.8 46.0 46.2 - 118 100.0 -

H28産 183 173 11.4 26.2 59.5 2.9 10 100.0 -

H27産 104 103 0.0 54.2 45.3 0.4 2 100.0 -

年産
検査

総数量

普通大豆 特定加工用大豆

小計
等級比率

小計
等級比率

年産
検査

総数量

普通大豆 特定加工用大豆

小計
等級比率

小計
等級比率
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（２） 麦・大豆の需要動向について                            

ア 大麦（二条大麦・六条大麦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 本県のビール麦契約数量及び売渡数量の推移 

    〔出典〕農業団体聞き取り等 

○ ビール麦の過去６年間の契約数量は約 25千㌧で契約達成率は 90%以上で推移 

○ ビール麦品種は、ビール麦としての品質基準を満たさないものは食用の大粒大麦とし

て流通され、食用としての品質は高いため、需要が生産量より概ね高く推移 

○ 「とちのいぶき」は褐変の少ないうるち麦として需要が生産量よりやや高く推移 

○ 新品種「もち絹香」は、関係機関・団体と連携した県内外の需要拡大に向けた取組を

進めている 

○ 六条大麦「シュンライ」は麦茶及び食用として需要があり、生産量を上回って推移 

図 27 二条大麦・六条大麦の品種別の生産量と実需者の購入希望数量（需要量） 

※生産量は農産物検査結果（１，２等） 

※需要量は、栃木県麦民間流通連絡協議会における生産計画の購入希望数量 
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イ 小麦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 大豆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 麺用「さとのそら」、「イワイノダイチ」は県内実需を中心とした需要に概ね対応した

生産状況 

○ 「タマイズミ」は、中華麺・醸造用として概ね需給バランスがとれているものの、中華

麺用については、県内実需を中心にさらに需要増が見込める 

○ パン用「ゆめかおり」は、学校給食や製パン業者向けの県内需要が高く推移 

図 28 小麦の品種別の生産量と実需者の購入希望数量（需要量） 

※生産量は農産物検査結果（１，２等） 

※需要量は、栃木県麦民間流通連絡協議会における生産計画の購入希望数量 

○ 大豆は健康志向の高まりから国内の需要が堅調に伸びており、国産大豆については、国

内の各業界において、実需者は使用を増加させる見通し 

○ 県産大豆についても需要量が生産量を上回って推移 

表 12 食用大豆の需要見込み 

 ※〔出典〕「国産大豆の生産・需要を巡る動向」(R2.11月 農林水産省） 

図 29 県産大豆の需要量と契約数量 

 ※農業団体聞き取り 

R元年度

実績数量

（千㌧） うち国産 うち国産 うち国産

豆腐・豆乳 105% 108% 111% 109% 117% 118%

納豆 107% 107% 109% 109% 118% 117%

煮豆 101% 95% 104% 97% 111% 102%

味噌 102% 98% 104% 104% 106% 108%

醤油 98% 103% 100% 104% 105% 107%

その他 102% 99% 104% 101% 109% 108%

※ H30年、R元年実績数量は「食料需給表」を基に、穀物課推計。
※ R2年以降の需要見込みは各業界団体からのアンケート結果（豆腐・豆乳：n=16、納豆：
   n=11、煮豆：n=23、味噌：n=57、醤油：n=61）を基に、穀物課推計。なお、需要見込みに
   ついては、R元年の実需者実績を基準とした比率を示す。

H30年実績数量 R2度 R7度

（千㌧） うち国産
需要見込み 需要見込み

R3度

需要見込み

1,018 203 1,019
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Ⅲ 稲麦大豆による水田フル活用と収益向上について 

１ 稲麦大豆の土地利用型経営の状況                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 県内の基幹的農業従事者数の推移 

 ※〔出典〕農業センサス 

図 31 県内の主な土地利用型品目別の労働生産性 

 ※〔出典〕H29経営診断指標（県） 

 高齢化等による基幹的農業従事者の減少や米需要量の減少が進む中、本県における水田農

業の発展を図るには、露地野菜等の高収益作物の導入とともに、労働生産性が高い麦・大豆

や非主食用米による水田フル活用等、本県の食料生産・供給の基幹となる稲・麦・大豆を生

産する中核的な土地利用型経営体の育成をさらに進める必要がある 

図 32 県内の水稲作付面積における作付規模別構成割合の推移 

 ※〔出典〕農業センサス 

 県内の水稲作付面積における作付規模別構成割合をみると、平成 27年には作付面積５ha

以上の生産者による作付割合が 28％程度まで増加。一方で約７割は作付面積５ha未満の生

産者による作付で占められている。 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 県内の小麦作付面積における作付規模別構成割合の推移 

 ※〔出典〕農業センサス 

 県内の小麦及び大豆作付面積における作付規模別構成割合をみると１経営体への面積集積

が進展しており、平成 27年の作付面積５ha以上の生産者による作付の割合は小麦で 49％、

大豆で 55％。 

図 34 県内の大豆作付面積における作付規模別構成割合の推移 

 ※〔出典〕農業センサス 
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２ 稲麦大豆を基幹とする土地利用型経営の収益向上に向けて               

（１）水稲                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35 県内における担い手の利用集積面積の推移 

○ 水稲の作付面積規模別の生産費（労働費を含む全算入生産費）をみると、再生産のために

必要な最低面積は概ね３ha以上 

○ 概ね作付面積 15ha以上ではスケールメリットによる生産コストの低減は鈍化 

○ 非主食用米も含めた稲作の一層の収益向上を図るためには、農地の集約化（労働時間の低

減）、スマート農業等の低コスト化技術や多収品種の導入が必要 

 

図 36 水稲の作付面積規模別の生産費（全算入生産費・全国） 

〔出典〕農林統計(H30) 

○ 一方、土地利用型経営体等の担い手による農地集積が進展しているものの近年は鈍化傾向 

○ ほ場が分散した状態での農地集積が依然として多く、規模拡大が限界となっている土地利

用型経営体が増えていることが考えられる。 

○ 農地の集約化は、一生産者（経営体）で取り組む対策では打破できない課題であるため、

人・農地プランの実質化等を通じた地域ぐるみで生産性の高い稲麦大豆の産地づくりに取

り組む必要がある。 
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表 13 県内の水稲生産等に係るスマート農業等の導入状況 

12.3 15.8 28.5 33.2 
70.7 88.5 

58.7 81.6 95.3 
69.2 62.6 3.3 

5.3 

20.6 
42.3 

56.2 
65.6 

55.9 
54.3 

123.5 
129.1 

107.1 
29.9 

33.1 
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59.1 

61.6 
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87.6 
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食用

飼料用米
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図 37 県内における水稲直播面積の推移 

収量コン
バイン

その他 田植機
コンバイ
ン

トラク
ター

レベラ－
自動操
舵補助
装置

その他 ドローン
除草ロ
ボット

防除用
ボート

その他

31 10 2 70 1 14 3 4 4 158 2 36 8 30

※令和2年度先端技術導入調査結果より

作業管
理・圃場
管理シス
テム

（単位：導入件数）

GPS搭載農作業機 ロボット技術センシング技術

水管理
システム
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（２）麦・大豆                                     

ア 麦類と大豆の収量・品質の安定化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小麦・大豆の作付面積規模別の生産費をみると、作付面積５ha以上は生産コストに変

化はなく低コスト化による収益向上は見込めない 

○ 麦類・大豆は気象条件等による収量・品質への影響が大きいため、収益向上には、適期

で播種・防除・収穫作業を行うために必要なほ場条件等を整えて（排水対策・高性能機

械の導入等）、収量・品質の安定化を図ることが基本となる 

 

図 39 大豆の作付面積規模別の生産費（全算入生産費・H30全国）〔出典〕農林統計(H30) 

図 38 小麦の作付面積規模別の生産費（全算入生産費・全国）〔出典〕農林統計(H30) 

図 40 本県における二条大麦と大豆の 10aあたりの収穫量の推移 〔出典〕農林統計 
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イ 麦・大豆の多収栽培技術等による収益向上に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 麦類・大豆の生育診断等を基にした適期追肥等の安定多収栽培技術について試験研究

や現地実証の知見が蓄積されつつある。 

○ 栽培改善技術導入マニュアル等を活用した収量・品質の安定化に向けた取組を基本と

して、安定多収栽培技術を導入することで麦・大豆の収益向上を図ることにより、水

稲以上の所得の確保が可能 

（※１）主食用米の販売収入（10a当たり）は、令和２年産に係る収入影響緩和交付金に係る地域別及び 
   収入影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額のうち米穀の収入額。 

（※２）飼料用米及び米粉用米は複数年契約（３年以上の契約）を実施したものとして産地交付金を加算。 
（※３）飼料用米及び米粉用米の kgあたり単価は県内実勢価格で試算。 
（※４）ビール大麦および大豆の kg単価は、県内実勢価格により算出。大粒大麦、六条大麦、小麦の kg単価は 

令和２年産民間流通麦の落札決定情報をもとに算出。 
（※５）麦類・大豆の単収は直近 7年のうち最大と最小を除いた 5カ年の平均。 
（※６）畑作物の直接支払交付金は、R2年産からの 1等 Aランク交付単価で算出。 
（※７）麦・大豆の産地交付金は、県設定メニューの相当額は地域枠へ配分となるため、地域メニュー平均 

3,610円/10a（麦）または 3,417円/10a（大豆）をとした。 
（※８）生産費は H29経営診断指標の農業経営費〔水稲 10ha（主食用米）、飼料米 10ha（飼料米）、ビール麦 5ha 

（ビール麦、大粒大麦、六条大麦）、小麦 5ha（パン・中華麺を含む小麦）で試算〕。 

図 41 麦・大豆等の 10aあたりの粗収益及び純利益の試算 

   （令和２年産における交付金等により目標単収（大麦 400kg/10a，小麦 420kg/10a，大豆 200kg/10a）で試算） 

主食用米 飼料用米 ビール大麦 大粒大麦
小麦

(パン・中華麺)
小麦 六条大麦 大豆

販売収入（10a当たり） 119,820 6,000 61,600 14,000 19,740 19,740 16,400 25,800

戦略作物助成 　 90,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

畑作物の直接支払交付金 54,720 61,670 45,570 47,760 36,100

産地交付金 12,000 3,610 3,610 3,610 3,610 3,417

粗収益計① 119,820 108,000 96,600 107,330 120,020 103,920 102,770 100,317

kg単価 - 10 154 35 47 47 41 129

目標単収（kg/10a） 540 600 400 400 420 420 400 200

生産費② 73,207 73,560 55,213 55,213 57,385 57,385 55,213 51,598

純利益（①－②） 46,613 34,440 41,387 52,117 62,635 46,535 47,557 48,719
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ウ 麦・大豆生産の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  麦・大豆の生産振興には、単収向上対策のみではなく、作付拡大を可能とする環境整

備が不可欠 

○  一生産者（経営体）で取り組む対策では打破できない課題も多く、地域ぐるみでの生

産性の高い麦・大豆産地の造成に取り組む必要 

【参考】麦・大豆生産の主な課題 
（「麦・大豆の増産に向けて」（農林水産省 Ｒ２年４月）より） 

１. 一戸当たり作付面積増加 

→作業負担の限界により作付拡大が困難。手が回らず適期作業を逸失し単収・品質低下 

２. ほ場分散 

→作業・排水・防除等が非効率・高コスト化 

３. 品種転換の遅れ 

→病害耐性、コンバイン適正等の遅れ 

４. 湿害 

→発芽・生育不良、病害発生 

５. 連作障害・地力低下 

→有機物減少等による生育不良・排水不良。→病害・雑草の発生・増加 

６. 生産者の作付・単収向上モチベーションの低下 

→低収要因が複雑で何をして良いか分からない。→単収は上がらないものだと諦めムード 

【麦・大豆の収益向上のイメージ】 

                     

                        

                          

                  

 〔平年単収〕 

大麦：313～375 kg/10a

小麦：   373   kg/10a 

大豆：  166  kg/10a 

新技術の導入 

基本技術の徹底 

【生産基盤の整備】－地域ぐるみでの麦・大豆の産地づくり－ 

  

 人・農地プランを通じた農地の集約化 農地整備事業（簡易整備含む） ブロックローテーションの実現 

図 41 「もち絹香」の施肥体系改善の実証試験結果 
※基肥＋追肥（茎立期）の施肥体系により、窒素施肥量が同水準でも 

１～２割の増収効果 

図 42 Web上の診断による栽培改善技術導入 

支援の取組イメージ 

〔出典〕「麦をめぐる最近の動向について」（R2.4 月 農林水産省) 

 〔目標収量〕 

大麦：400kg/10a 

小麦：420kg/10a 

大豆：200kg/10a 
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Ⅳ その他の稲麦大豆生産に係る課題等について 

１ 大規模乾燥調整貯蔵施設等の基幹施設の整備について 

 水田フル活用を支える共同乾燥調製貯蔵施設は、利用率向上のための創意工夫、品質管理対

策の強化及び担い手の育成や優先的な利用に向けた配慮を基本として、計画的な再編や増強に

係る整備が必要です。 

 表 14 共同乾燥調製施設の設置状況 

（資料）生産振興課(事務所概要等)

　（注）昭和40年以降に設置した施設。（）内は設置年。集団所有のﾗｲｽｾﾝﾀｰは、増強を行った場合、その年度を表示。

足利市 足利 3基(S60,H1,4→H21増強)
合計 21基 51基 66基

旧葛生 2基(S52,56→H4増強)

旧佐野 1基(S63)
村上営農集団(S56)/田島営農集団(S60)/唐沢営農集団(S60)/上羽田地域営農集団(S62)/

旗川営農集団(H1)

安足
佐野

佐野
旧田沼 1基(H15→H17増強)

上大貫生産集団(S63)
那須 1基(H4→H21増強) 成沢営農組合(H7)

旧黒磯 １基(H30) 北和田営農集団（H1)/野間麦生産集団(H2)
旧西那須野 1基(H5) 一区麦生産組合(S58→H3増強)/那須野農産(H28)

旧塩原

旧黒羽 3基(S63→H10増強,H3×2) 両郷河原営農改善組合(S51)/須賀川地区営農組合(H14)
那須塩原

2基
(S44→H4増設、
S45→S54、56増
設、H13増強）

１基(H25)

吉際生産組合（S51→S63増強→H20更新)/長倉営農組合(S57)/荒井町島営農集団組合

(S52→S58増強)/南区堆厩肥利用組合(S58→H1増強)/稲荷原近代生産組合(S59)/沼坪近

代化営農集団(S60)/羽田近代生産組合(S60)/練貫営農集団(H1)/小滝営農集団(S62)/実

取近代化営農集団（H2→H20更新)/大神営農集団(H1)/上奥沢営農組合(H15)/ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

のざき(H19)

旧湯津上 １基(H25)
上蛭田水稲機械組合(S54)/冨士山荒井水稲機械組合（S54)/新宿ﾗｲｽｾﾝﾀｰ(S63)/石田営

農集団(S61)

1基(H29)

那須 那須野

大田原

旧大田原

旧馬頭 馬頭ｻﾝﾗｲｽﾞ(H3)
旧小川

高根沢 2基(H2,5) 東下営農組合（H21→H24増強）

那須南

那須烏山（旧南那須） 1基(H2→H21増強) 農事組合法人ファーム興野（H20）
那珂川

旧氏家 1基(H5) 農事組合法人上松山
旧喜連川 2基(H1,H8→H15増強)

塩谷 2基(H3,H20)
さくら

岩舟 1基(H4→H21増強)

塩谷
南那須

塩野谷

矢板 2基(H4,8) 内川南部広域営農集団（H2)

旧都賀 1基(H9→H21増強) 深沢営農組合(H2)/桜本営農集団(S53)
壬生 下稲葉営農集団(S61→H13増強/上稲葉上町営農集団(H13)

旧大平 2基(H5,7→H21増強)
旧藤岡 1基(H1→H21増強) わたらせﾌｧｰﾑ営農集団(H9)下野

栃木
旧栃木 1基(H5→H21増強) アグリテック栃木(H8)

小山 2基(H2,24)
6基(S61→H22増

強,S62,63,H3,4,14)
延島上集落営農組合(H1→H19増強)/小袋営農集団(S49→H7増強)

野木 1基(H10)

旧石橋 1基(H3)
旧国分寺 1基(S63)

芳賀
3基(S58→H12増
強,S62,S63)

坑道営農集団(S61)/なかさと営農集団(H19)/芳賀ｸﾛｰﾊﾞｰｽﾞ営農集団(H19)/西高橋中央営

農集団(H2)/西高橋南部農用地利用組合(H19)/のぞみ営農集団(H6)/ｽﾀｰ営農集団(S62)/

芳根(H19)

下都賀

小山

下野

茂木 木幡営農改善組合(H4)
市貝 1基(H2) 鴻の宿営農集団(S62)

旧二宮 1基(H5) 2基(S59×2(H12増強1)
益子 1基(H4)

芳賀 はが野

真岡
旧真岡 1基(H19) 4基(S61,62×3(H12増強1)

上都賀 上都賀
鹿沼 2基(H5→H25増強,H9)

上日向機械利用組合(S59)/磯町営農組合(S62)/楡木町営農改善組合(S63)/池ノ森農改善

組合(S63)/下日向営農改善組合(S50→H1増強)/野沢町営農改善組合(H2)/見野営農改善

組合（H3)/武子第１営農改善組合(H5)/亀和田北赤塚営農組合(H21)

日光(旧今市) １基(H3) 大室農業生産組合(S60)/ｲｰｽﾄﾌｧｰﾑ小林(H15)

下野(旧南河内) 2基(S62,H18) 絹板機械利用組合(H9)
上三川 1基(H8) 1基(H1) 石田下ｺﾝﾊﾞｲﾝ利用組合(S63)

上金井上横倉機械利用組合(S60)
旧上河内 1基(H23) １基(62→H8増強)
旧河内 1基(H8) 1基(H3) 下ヶ橋機械利用組合(H1)

河内 宇都宮

宇都宮
旧宇都宮 2基(H5.8→H13増強) 2基(H2→H20増強,H10)

地区
農協等所有 集団所有

農協名 設置市町村名 ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾗｲｽｾﾝﾀｰ ﾗｲｽｾﾝﾀｰ

（令和元年１月現在） 
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